
こ
れ
ら
の
点
と
全
体
を
み
た
上
で
、
分
類
整
理
し
た
結
果
は
次
の
通
り
で
あ

Ｚや
。

①
　
両
面
写
経
の
場
合
は
、　
一
般
的
な
二
〇
本

一
把
を
必
ず
し
も
巌
守
し
て
い

な
い
も
の
も
あ
る
。
但
し
片
面
写
経
は

一
把
の
本
数
は
不
詳
。

②
　
巻
数

。
品
題
は
法
華
経
に
該
当
し
、
他
の
経
文
は
入
っ
て
い
な
い
。

③
　
広
幅
片
面
写
経
は
校
正
が
施
さ
れ
て
お
り
、
「皆
校
」
「校
」
の
記
入
が
あ

る
。
他
の
二
種
類
も
校
正
さ
れ
て
は
い
る
が
、
整
然
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。

④
　
番
号
記
入
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
見
受
け
ら
れ
る
。
後
の
作
業
、
例
え
ば
大
把

に
す
る
時
な
ど
の
煩
を
避
け
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

⑤
　
同
じ
経
文
を
書
い
た
も
の
は
細
幅
両
面
写
経
は
二
点
、
広
幅
両
面
写
経
も

二
点
あ
る

（細
幅
片
面
写
経
は
数
が
少
な
く
不
詳
）。
こ
の
こ
と
か
ら
法
華
経
の
大

把
は
四
つ
以
上
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
実
際
の
出
土
量
は
少
な
く
腐
蝕
が

進
ん
で
い
る
と
い
う
事
実
は
否
め
な
い
。

な
お
、
細
幅
両
面
写
経
に

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
六
字
名
号
が
記
入
さ
れ
た

も
の
が
四
点
あ
る
。

９
　
関
係
文
献

滋
賀
県
教
育
委
員
会

『ほ
場
整
備
関
係
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
Ｘ
１
５
１

１
』
全
九
人
三
年
）

同

『昭
和
五
七
年
度
滋
賀
県
文
化
財
調
査
年
報
』
盆
九
八
四
年
）

（両肺封鰤子（〈安趾剛懃膊緯顔陸一資料館し

さ
ぎ
や
ま
せ
み

岐
阜
。鷺
山
蝉
遺
跡

所
在
地
　
　
　
岐
阜
市
大
字
鷺
山
字
西
蝉

調
査
期
間
　
　
一
一〇
〇
三
年
度
調
査
　
一
一〇
〇
三
年

（平
１５
）
六
月
―
二

〇
〇
四
年
三
月

発
掘
機
関
　
　
⑪
岐
阜
市
教
育
文
化
振
興
事
業
団
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
務

所

調
査
担
当
者
　
朝
田
公
年

遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

。
城
下
町
跡

遺
跡
の
年
代
　
古
代
１
戦
国
時
代

遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

2  17654

鷺
山
蝉
遺
跡
は
独
立
小
丘
陵

鷺
山
の
東
、
長
良
川
の
北
、
鳥

羽
川
の
南
に
位
置
す
る
扇
状
地

上
に
展
開
す
る
鷺
山
遺
跡
群
を

構
成
す
る
遺
跡
の
一
つ
で
あ
る
。

区
画
整
理
事
業
に
伴
い
、
二
〇

∋

〇
三
年
度
か
ら
順
次
発
掘
調
査

岐

を
実
施
し
て
い
る
。
古
代
か
ら

戦
国
時
代
に
か
け
て
の
複
合
遺



2004年出土の木簡

跡
で
あ
る
が
、
主
に
奈
良
時
代
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
ま
で
、
及
び
戦
国

時
代
前
半
の
遺
構
が
中
心
で
あ
る
。

当
遺
跡
で
は
蝉
土
手
城
館
跡
と
呼
ば
れ
る

一
辺

一
二
〇
ｍ
規
模
の
方
形
の
城

館
跡
を
確
認
し
て
お
り
、
そ
の
城
主
と
し
て
美
濃
国
守
護
土
岐
政
房
の
子
息
、

あ
る
い
は
重
臣
ク
ラ
ス
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
当
遺
跡
の
東
、
現
在
福
光

と
呼
ば
れ
る
地
域
は
、
守
護
土
岐
政
房
が
永
正
六
年

（
一
五
〇
九
）
か
ら
天
文

元
年

（
一
≡
≡
じ
ま
で
の
間
、
守
護
所
を
移
し
た
と
の
記
録
が
あ
り
、
福
光

城
推
定
地
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
蝉
土
手
城
館
跡
の
調
査
で
は
、
幅
約
七
ｍ
深

さ
約
ニ
ー
三
ｍ
の
堀
と
土
塁
を
確
認
し
て
お
り
、
記
録
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
一
六

世
紀
前
期
の
遺
物
が
多
数
出
土
し
て
い
る
。

今
回
木
簡
の
見
つ
か
っ
た
鷺
山
蝉
遺
跡
Ａ
ｌ
調
査
区
は
、
蝉
土
手
城
館
跡
の

西
約

一
Ｏ
Ｏ
ｍ
に
位
置
す
る
。
当
調
査
区
で
も
屋
敷
跡
と
考
え
ら
れ
る
遺
構
が

見
つ
か
り
、
建
物
跡
の
ほ
か
屋
敦
を
区
画
す
る
幅
約
四
ｍ
深
さ
約

一
。
五
ｍ
の

堀
と
、
入
口
に
相
当
す
る
土
橋
を
確
認
し
た
。
こ
の
土
橋
に
近
接
す
る
溝
の
下

層
か
ら
、
木
簡

一
点

（将
棋
の
駒
）
が
出
土
し
た
。
他
に
土
師
器
皿
多
数
、
古

瀬
戸
製
品
、
漆
器
椀

・
折
敷

・
箸
な
ど
の
木
製
品
、
貝
や
獣
骨
と
い
っ
た
食
物

残
津
が
良
好
な
状
態
で
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
出
土
遺
物
も
、
先
述
の
蝉

土
手
城
館
跡
、
及
び
福
光
城
推
定
地
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
一
六
世
紀
前
期
の
も
の

で
あ
る
。
ま
た
当
調
査
区
の
屋
敷
跡
は
、
規
模
と
し
て
は
及
ば
な
い
も
の
の
、

遺
物
の
組
成
か
ら
み
て
、
蝉
土
手
城
館
跡
と
同
じ
守
護
所
に
関
連
す
る
屋
敷
跡

の
一
つ
と
い
えゝ
よ
つゝ
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

①

　

「王
将
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∞反
］援
の
ｏ蹴

将
棋
の
駒
の
完
形
品
で
、
一肩
幅
は

一
七
ｍｍ
、
表
面
の
墨
書
が
明
瞭
に
見
て
取

れ
る
。
表
面
の
文
字
以
外
に
先
端
部
側
面
及
び
右
側
面
に
墨
点
が
計
四
カ
所
み

ら
れ
、
駒
の
動
く
方
向
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
来
は
全
部
で
入
力
所

に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
肉
眼
観
察
で
は
こ
れ
ら
以
外
に
確
認
で
き
な
か

っ
た
。
樹
種
は
ヒ
ノ
キ
科
ア
ス
ナ
ロ
属

（ヒ
バ
の
一
種
）
で
あ
る
。

９
　
関
係
文
献

岐
阜
県
教
育
委
員
会

『岐
阜
県
中
世
城
館
跡
総
合
調
査
報
告
書
第
二
集

（岐

阜
地
区
・
美
濃
地
区
産

（二
〇
〇
三
年
）

（朝
田
公
年
）




